
①【株式の総数】 
②【発行済株式】 

 （注）「提出日現在発行数」には、平成22年２月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権（ストックオプション又は新株予約権付社債）の行使により発行された株式数は含まれておりません。 

第４【提出会社の状況】１【株式等の状況】（１）【株式の総数等】種類 発行可能株式総数（株） 普通株式  2,500,000,000計  2,500,000,000種類 第３四半期会計期間末現在発行数（株） （平成21年12月31日） 提出日現在発行数（株） （平成22年２月15日） 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 内容 
普通株式  1,696,330,384  1,696,445,684 東京、大阪、名古屋 （以上各市場第一部）、 ロンドン各証券取引所 

発行済株式は全て完全議決権株式かつ、権利内容に限定のない株式です。 単元株式数は 100株です。  計  1,696,330,384  1,696,445,684 － － 
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①旧商法に基づき発行した新株引受権 イ．平成12年６月29日開催の定時株主総会決議に基づくストックオプション 

（注）行使価額の調整 当社普通株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行（転換社債の転換及び新株引受権の行使の場合を除く）するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

（２）【新株予約権等の状況】区分 第３四半期会計期間末現在 （平成21年12月31日） 新株予約権の数 － 新株予約権のうち自己新株予約権の数 － 新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式 新株予約権の目的となる株式の数 14,000株 新株予約権の行使時の払込金額（行使価額） 903円（注） 新株予約権の行使期間 平成14年６月30日から 平成22年６月29日まで 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 発行価格  903円 資本組入額 452円 
新株予約権の行使の条件 (1)新株引受権を付与された者（以下「被付与者」という）は、取締役又は従業員の地位を失った後も権利を行使することができる。 (2)被付与者が死亡した場合は、その相続人が権利を行使することができる。 (3)その他の条件については、平成12年６月29日開催の定時株主総会決議及び平成12年７月19日開催の取締役会決議に基づき、当社と被付与者の間で締結する新株引受権付与契約に定めるところによる。 新株予約権の譲渡に関する事項 新株引受権の譲渡、担保権の設定、遺贈その他の処分をすることができない。 代用払込みに関する事項 － 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 

  既発行株式数＋ 新規発行株式数×１株当たり払込金額 調整後行使価額＝調整前行使価額× 分割・新規発行前の株価   既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数 
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ロ．平成13年６月28日開催の定時株主総会決議に基づくストックオプション 

（注）行使価額の調整については、①イに同じ。 

区分 第３四半期会計期間末現在 （平成21年12月31日） 新株予約権の数 － 新株予約権のうち自己新株予約権の数 － 新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式 新株予約権の目的となる株式の数 330,000株 新株予約権の行使時の払込金額（行使価額） 1,002円（注） 新株予約権の行使期間 平成15年６月29日から 平成23年６月28日まで 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 発行価格 1,002円 資本組入額 501円 
新株予約権の行使の条件 (1)新株引受権を付与された者（以下「被付与者」という）は、取締役又は執行役員の地位を失った後も権利を行使することができる。 (2)被付与者が死亡した場合は、その相続人が権利を行使することができる。 (3)その他の条件については、平成13年６月28日開催の定時株主総会決議及び平成13年７月17日開催の取締役会決議に基づき、当社と被付与者の間で締結する新株引受権付与契約に定めるところによる。 新株予約権の譲渡に関する事項 新株引受権の譲渡、担保権の設定、遺贈その他の処分をすることができない。 代用払込みに関する事項 － 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 
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②平成13年改正旧商法に基づき発行した新株予約権 イ．平成14年６月27日開催の定時株主総会決議に基づくストックオプション 

 （注）付与株式数及び行使価額の調整 １．当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、付与株式数及び行使価額を当該株式の分割又は併合の比率に応じ比例的に調整する。調整の結果生じる１株未満の端数はこれを切り捨て、１円未満の端数はこれを切り上げる。２．当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等付与株式数及び行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数及び行使価額を調整する。 ３．当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式を処分する場合（新株予約権及び旧商法に定める新株引受権の行使の場合を除く）には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。 

区分 第３四半期会計期間末現在 （平成21年12月31日） 新株予約権の数 146個 新株予約権のうち自己新株予約権の数 － 新株予約権１個当たりの目的たる株式の数 （付与株式数） 1,000株（注） 新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式 新株予約権の目的となる株式の数 146,000株 新株予約権の行使時の払込金額（行使価額） 809円（注） 新株予約権の行使期間 平成16年６月28日から 平成24年６月27日まで 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 発行価格  809円 資本組入額 405円 新株予約権の行使の条件 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 代用払込みに関する事項 － 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 

調整後行使価額＝ 調 整 前 行使価額 × 既発行株式数＋ 新規発行株式数×１株当たり払込金額 時 価 既発行株式数＋新規発行株式数 
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ロ．平成15年６月27日開催の定時株主総会決議に基づくストックオプション 

 （注）付与株式数及び行使価額の調整については、②イに同じ。 

区分 第３四半期会計期間末現在 （平成21年12月31日） 新株予約権の数 539個 新株予約権のうち自己新株予約権の数 － 新株予約権１個当たりの目的たる株式の数 （付与株式数） 1,000株（注） 新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式 新株予約権の目的となる株式の数 539,000株 新株予約権の行使時の払込金額（行使価額） 958円（注） 新株予約権の行使期間 平成17年６月28日から 平成25年６月27日まで 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 発行価格  958円 資本組入額 479円 新株予約権の行使の条件 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 代用払込みに関する事項 － 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 
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ハ．平成16年６月24日開催の定時株主総会決議に基づくストックオプション 

 （注）付与株式数及び行使価額の調整については、②イに同じ。 

区分 第３四半期会計期間末現在 （平成21年12月31日） 新株予約権の数 663個 新株予約権のうち自己新株予約権の数 － 新株予約権１個当たりの目的たる株式の数 （付与株式数） 1,000株（注） 新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式 新株予約権の目的となる株式の数 663,000株 新株予約権の行使時の払込金額（行使価額） 1,090円（注） 新株予約権の行使期間 平成18年６月25日から 平成26年６月24日まで 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 発行価格 1,090円 資本組入額 545円 新株予約権の行使の条件 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 代用払込みに関する事項 － 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 
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ニ．平成17年６月24日開催の定時株主総会決議に基づくストックオプション 

 （注）付与株式数及び行使価額の調整については、②イに同じ。 

区分 第３四半期会計期間末現在 （平成21年12月31日） 新株予約権の数 10,132個 新株予約権のうち自己新株予約権の数 － 新株予約権１個当たりの目的たる株式の数 （付与株式数） 100株（注） 新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式 新株予約権の目的となる株式の数 1,013,200株 新株予約権の行使時の払込金額（行使価額） 1,691円（注） 新株予約権の行使期間 平成19年６月25日から 平成27年６月24日まで 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 発行価格 1,691円 資本組入額 846円 新株予約権の行使の条件 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 代用払込みに関する事項  － 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  － 

- 16 -



ホ．平成17年６月24日開催の定時株主総会決議に基づくストックオプション（株式報酬型ストックオプション）

 （注）付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件 １．当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、付与株式数及び行使価額を当該株式の分割又は併合の比率に応じ比例的に調整する。調整の結果生じる１株未満の端数はこれを切り捨てる。 ２．当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等付与株式数及び行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数及び行使価額を調整する。 ３．新株予約権者は、当社取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日（以下「権利行使開始日」という）から10年に限り新株予約権を行使できるものとする。 ４．上記３．にかかわらず、平成42年６月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成42年７月１日から新株予約権を行使できるものとする。 ５．各新株予約権の一部行使はできないものとする。 

区分 第３四半期会計期間末現在 （平成21年12月31日） 新株予約権の数 2,640個 新株予約権のうち自己新株予約権の数 － 新株予約権１個当たりの目的たる株式の数 （付与株式数） 100株（注） 新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式 新株予約権の目的となる株式の数 264,000株 新株予約権の行使時の払込金額（行使価額） １円 新株予約権の行使期間 平成17年８月11日から 平成47年６月24日まで 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 発行価格   １円 資本組入額 １円 新株予約権の行使の条件 （注） 新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 代用払込みに関する事項 － 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 
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へ．平成17年６月24日開催の定時株主総会決議に基づくストックオプション（株式報酬型ストックオプション、平成18年４月28日発行） 

 （注）付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件については、②ホに同じ。 

区分 第３四半期会計期間末現在 （平成21年12月31日） 新株予約権の数 138個 新株予約権のうち自己新株予約権の数 － 新株予約権１個当たりの目的たる株式の数 （付与株式数） 100株（注） 新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式 新株予約権の目的となる株式の数 13,800株 新株予約権の行使時の払込金額（行使価額） １円 新株予約権の行使期間 平成18年４月29日から 平成47年６月24日まで 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 発行価格   １円 資本組入額 １円 新株予約権の行使の条件 （注） 新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 代用払込みに関する事項 － 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 
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③会社法に基づき発行した新株予約権 イ．平成18年６月27日開催の定時株主総会及び平成18年７月21日開催の定例取締役会決議に基づくストックオプション 

 （注）付与株式数及び行使価額の調整 １．当社が、当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）又は株式併合等を行うことにより、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。 ２．行使価額において、新株予約権の割当て後、当社が、当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合（会社法第194条の規定（単元未満株主による単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第５条第２項の規定に基づく自己株式の譲渡、「商法等の一部を改正する法律」（平成13年法律第128号）の施行前の商法第280条の19の規定に基づく新株引受権の行使又は当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む）の転換又は行使による場合を除く)又は他の種類株式の普通株主への無償割当て若しくは他の会社の株式の普通株式への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。 

区分 第３四半期会計期間末現在 （平成21年12月31日） 新株予約権の数 13,355個 新株予約権のうち自己新株予約権の数 － 新株予約権１個当たりの目的たる株式の数 （付与株式数） 100株（注） 新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式 新株予約権の目的となる株式の数 1,335,500株 新株予約権の行使時の払込金額（行使価額） 2,435円（注） 新株予約権の行使期間 平成20年７月22日から 平成28年６月27日まで 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 発行価格   2,435円 資本組入額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 新株予約権の行使の条件 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。 新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 代用払込みに関する事項 － 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注） 
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３．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。）をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編成対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 (1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数 残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 (2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類 再編成対象会社の普通株式とする。 (3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数 組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。     (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使価額を組織再編成の条件等を勘案の上、調整して得られる再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。 (5) 新株予約権を行使することができる期間 本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。 (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 本新株予約権の取り決めに準じて決定する。 (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 (8) 新株予約権の取得条項 本新株予約権の取り決めに準じて決定する。 (9) その他の新株予約権の行使の条件 本新株予約権の取り決めに準じて決定する。   

- 20 -



ロ．平成18年６月27日開催の定時株主総会及び平成18年７月21日開催の定例取締役会決議に基づくストックオプション（株式報酬型ストックオプション） 

 （注）付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件 １．当社が、当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）又は株式併合等を行うことにより、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。 ２．新株予約権者は、当社取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日（以下「権利行使開始日」という）から10年に限り新株予約権を行使できるものとする。 ３．上記２．にかかわらず、平成43年６月30日に至るまで対象者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成43年７月１日から新株予約権を行使できるものとする。 ４．その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによるものとする。 

区分 第３四半期会計期間末現在 （平成21年12月31日） 新株予約権の数 1,507個 新株予約権のうち自己新株予約権の数 － 新株予約権１個当たりの目的たる株式の数（付与株式数） 100株（注） 新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式 新株予約権の目的となる株式の数 150,700株 新株予約権の行使時の払込金額（行使価額） １円 新株予約権の行使期間 平成18年８月11日から 平成48年６月27日まで 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 発行価格   １円 資本組入額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 新株予約権の行使の条件  （注） 新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 代用払込みに関する事項 － 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  （注） 
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 ５．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。）をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編成対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 (1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数 残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 (2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類 再編成対象会社の普通株式とする。 (3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数 組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。 (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式１株当たり１円とする。 (5) 新株予約権を行使することができる期間 本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。 (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 本新株予約権の取り決めに準じて決定する。 (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 (8) 新株予約権の取得条項 本新株予約権の取り決めに準じて決定する。 (9) その他の新株予約権の行使の条件 本新株予約権の取り決めに準じて決定する。   
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ハ．平成19年６月26日開催の定時株主総会及び平成19年７月20日開催の定例取締役会決議に基づくストックオプション（株式報酬型ストックオプション） 

 （注）付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件 １．当社が、当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）又は株式併合等を行うことにより、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。 ２．新株予約権者は、平成21年６月27日又は当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日の何れか早い日から新株予約権を行使できるものとする。 ３．新株予約権者は、当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した場合には、以後、新株予約権を行使することができないものとする。 ４．その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによるものとする。 

区分 第３四半期会計期間末現在 （平成21年12月31日） 新株予約権の数 3,402個 新株予約権のうち自己新株予約権の数 － 新株予約権１個当たりの目的たる株式の数 （付与株式数） 100株（注） 新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式 新株予約権の目的となる株式の数 340,200株 新株予約権の行使時の払込金額（行使価額） １円 新株予約権の行使期間 平成19年８月７日から 平成49年６月26日まで 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 発行価格   １円 資本組入額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 新株予約権の行使の条件 （注） 新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 代用払込みに関する事項  － 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注） 
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５．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。）をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編成対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 (1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数 残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 (2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類 再編成対象会社の普通株式とする。 (3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数 組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。 (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式１株当たり１円とする。 (5) 新株予約権を行使することができる期間 本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。 (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 本新株予約権の取り決めに準じて決定する。 (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 (8) 新株予約権の取得条項 本新株予約権の取り決めに準じて決定する。 (9) その他の新株予約権の行使の条件 本新株予約権の取り決めに準じて決定する。   
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ニ．平成19年６月26日開催の定時株主総会及び平成20年５月16日開催の定例取締役会決議に基づくストックオプション（株式報酬型ストックオプション） 

 （注）付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件 １．当社が、当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）又は株式併合等を行うことにより、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。 ２．新株予約権者は、平成21年６月27日又は当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日の何れか早い日から新株予約権を行使できるものとする。 ３．新株予約権者は、当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した場合には、以後、新株予約権を行使することができないものとする。 ４．その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによるものとする。 

区分 第３四半期会計期間末現在 （平成21年12月31日） 新株予約権の数 266個 新株予約権のうち自己新株予約権の数 － 新株予約権１個当たりの目的たる株式の数 （付与株式数） 100株（注） 新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式 新株予約権の目的となる株式の数 26,600株 新株予約権の行使時の払込金額（行使価額） １円 新株予約権の行使期間 平成20年６月３日から 平成49年６月26日まで 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 発行価格   １円 資本組入額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 新株予約権の行使の条件 （注） 新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 代用払込みに関する事項  － 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注） 
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５．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。）をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編成対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 (1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数 残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 (2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類 再編成対象会社の普通株式とする。 (3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数 組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。 (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式１株当たり１円とする。 (5) 新株予約権を行使することができる期間 本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。 (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 本新株予約権の取り決めに準じて決定する。 (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 (8) 新株予約権の取得条項 本新株予約権の取り決めに準じて決定する。 (9) その他の新株予約権の行使の条件 本新株予約権の取り決めに準じて決定する。   
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ホ．平成20年６月25日開催の定時株主総会及び平成20年７月18日開催の定例取締役会決議に基づくストックオプション（株式報酬型ストックオプション） 

 （注）付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件 １．当社が、当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）又は株式併合等を行うことにより、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。 ２．新株予約権者は、平成22年６月26日又は当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日の何れか早い日から新株予約権を行使できるものとする。 ３．新株予約権者は、当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した場合には、以後、新株予約権を行使することができないものとする。 ４．その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによるものとする。 

区分 第３四半期会計期間末現在 （平成21年12月31日） 新株予約権の数 4,008個 新株予約権のうち自己新株予約権の数 － 新株予約権１個当たりの目的たる株式の数 （付与株式数） 100株（注） 新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式 新株予約権の目的となる株式の数 400,800株 新株予約権の行使時の払込金額（行使価額） １円 新株予約権の行使期間 平成20年８月５日から 平成50年６月25日まで 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 発行価格   １円 資本組入額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 新株予約権の行使の条件 （注） 新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 代用払込みに関する事項  － 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注） 
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５．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。）をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編成対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 (1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数 残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 (2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類 再編成対象会社の普通株式とする。 (3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数 組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。 (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式１株当たり１円とする。 (5) 新株予約権を行使することができる期間 本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。 (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 本新株予約権の取り決めに準じて決定する。 (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 (8) 新株予約権の取得条項 本新株予約権の取り決めに準じて決定する。 (9) その他の新株予約権の行使の条件 本新株予約権の取り決めに準じて決定する。   
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ヘ．平成20年６月25日開催の定時株主総会及び平成21年５月15日開催の定例取締役会決議に基づくストックオプション（株式報酬型ストックオプション）  

  （注）付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件 １．当社が、当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）又は株式併合等を行うことにより、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。 ２．新株予約権者は、平成22年６月26日又は当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日の何れか早い日から新株予約権を行使できるものとする。 ３．新株予約権者は、当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した場合には、以後、新株予約権を行使することができないものとする。 ４．その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによるものとする。 

区分 第３四半期会計期間末現在 （平成21年12月31日） 新株予約権の数 590個 新株予約権のうち自己新株予約権の数 － 新株予約権１個当たりの目的たる株式の数 （付与株式数） 100株（注） 新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式 新株予約権の目的となる株式の数 59,000株 新株予約権の行使時の払込金額（行使価額） １円 新株予約権の行使期間 平成21年６月２日から 平成50年６月25日まで 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 発行価格   １円 資本組入額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 新株予約権の行使の条件 （注） 新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 代用払込みに関する事項  － 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注） 
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５．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。）をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編成対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 (1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数 残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 (2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類 再編成対象会社の普通株式とする。 (3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数 組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。 (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式１株当たり１円とする。 (5) 新株予約権を行使することができる期間 本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。 (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 本新株予約権の取り決めに準じて決定する。 (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 (8) 新株予約権の取得条項 本新株予約権の取り決めに準じて決定する。 (9) その他の新株予約権の行使の条件 本新株予約権の取り決めに準じて決定する。   
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ト．平成21年６月24日開催の定時株主総会及び平成21年７月17日開催の定例取締役会決議に基づくストックオプション（株式報酬型ストックオプション）   

  （注）付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件 １．当社が、当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）又は株式併合等を行うことにより、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。 ２．新株予約権者は、平成23年６月25日又は当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日の何れか早い日から新株予約権を行使できるものとする。 ３．新株予約権者は、当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した場合には、以後、新株予約権を行使することができないものとする。   ４．その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによるものとする。 

区分 第３四半期会計期間末現在 （平成21年12月31日） 新株予約権の数 11,024個 新株予約権のうち自己新株予約権の数 － 新株予約権１個当たりの目的たる株式の数 （付与株式数） 100株（注） 新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式 新株予約権の目的となる株式の数 1,102,400株 新株予約権の行使時の払込金額（行使価額） １円 新株予約権の行使期間 平成21年８月４日から 平成51年６月24日まで 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 発行価格  １円 資本組入額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものとする。  新株予約権の行使の条件            （注） 新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要 する。 代用払込みに関する事項 － 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  （注） 
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５．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。）をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編成対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 (1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数 残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 (2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類 再編成対象会社の普通株式とする。 (3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数 組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。 (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式１株当たり１円とする。 (5) 新株予約権を行使することができる期間 本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。 (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 本新株予約権の取り決めに準じて決定する。 (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 (8) 新株予約権の取得条項 本新株予約権の取り決めに準じて決定する。 (9) その他の新株予約権の行使の条件 本新株予約権の取り決めに準じて決定する。   
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④平成13年改正旧商法に基づき発行した新株予約権付社債（三菱商事株式会社2011年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債） 

   （注）１．転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る発行価額又は処分価額で当社普通株式を発行又は処分する場合には、次の算式により調整される。なお、次の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式総数（ただし、普通株式に係る自己株式数を除く）をいう。 
また、転換価額は、当社普通株式の分割・併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む）の発行等が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。 ２. 本社債の全部を繰上げ償還する場合の新株予約権の権利行使期間は、当該償還日の前銀行営業日までとする。   

区分 第３四半期会計期間末現在 （平成21年12月31日） 新株予約権の数 191個 新株予約権のうち自己新株予約権の数 － 新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式 新株予約権の目的となる株式の数 803,872株 新株予約権の行使時の払込金額（転換価額） 1,188円（注） 新株予約権の行使期間 平成14年７月１日から 平成23年６月３日まで 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 発行価格 1,188円 資本組入額 594円 新株予約権の行使の条件 当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、以後本新株予約権を行使することはできないものとする。また、各新株予約権の一部行使はできないものとする。 新株予約権の譲渡に関する事項 該当なし 代用払込みに関する事項 － 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  － 新株予約権付社債の残高 955,000,000円 
調整後転換価額＝ 調 整 前 転換価額 × 既発行株式数＋ 新発行・処分株式数×１株当たりの発行・処分価額 時 価 既発行株式数＋新発行・処分株式数 
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該当事項はありません。      
（注）１．当第３四半期会計期間における増加は、新株予約権（ストックオプション）の行使によるものです。 ２．当第３四半期会計期間後、この四半期報告書の提出日前月末までに新株予約権（ストックオプション）の行使により、発行済株式総数が115,300株、資本金及び資本準備金がそれぞれ71百万円増加しております。           大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しており       ません。   

（３）【ライツプランの内容】（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】年月日 発行済株式総数増減数 （千株） 発行済株式総数残高 （千株） 資本金増減額 （百万円） 資本金残高 （百万円） 資本準備金増減額 （百万円） 資本準備金残高（百万円） 平成21年10月１日～ 平成21年12月31日 113   1,696,330  68  203,008  68  212,723
（５）【大株主の状況】
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 当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日（平成21年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。   ①【発行済株式】 

 （注）１．「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が3,100株含まれております。 また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数31個が含まれております。  ２．「単元未満株式数」には、次の自己株式及び相互保有株式が含まれております。  自己株式               78株  ㈱ヨネイ               46株  松谷化学工業㈱            55株 ②【自己株式等】 

  （注）  当第３四半期会計期間末日現在の三菱商事㈱保有の自己株式数は、52,922,800株（単元未満株式数18株を 除く）です。 

（６）【議決権の状況】
  平成21年12月31日現在区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 無議決権株式 － － － 議決権制限株式（自己株式等） － － － 議決権制限株式（その他） － － － 完全議決権株式（自己株式等）          （自己保有株式）   普通株式    52,919,800            （相互保有株式）    普通株式       285,700 － － 完全議決権株式（その他）  普通株式 1,642,446,100  16,424,461 － 単元未満株式  普通株式       564,884  － 一単元（100株） 未満の株式 発行済株式総数  1,696,216,484 － － 総株主の議決権 －  16,424,461 － 
  平成21年12月31日現在所有者の氏名又は名称 所有者の住所 自己名義所有株式数（株） 他人名義所有株式数（株） 所有株式数の合計(株） 発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％） 三菱商事㈱（自己株式） 東京都千代田区丸の内二丁目３番１号  52,919,800 ―  52,919,800 3.11 三菱製紙販売㈱ 東京都中央区京橋 二丁目６番４号  217,800 ―  217,800 0.01 ㈱ヨネイ 東京都中央区銀座 二丁目８番20号  46,900 ―  46,900   0.00 ㈱中村商会 東京都中央区日本橋 本石町三丁目１番７号  14,400 ―  14,400 0.00 松谷化学工業㈱ 兵庫県伊丹市北伊丹 五丁目３番  6,600 ―  6,600 0.00 計 －  53,205,500 ―  53,205,500 3.13 
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【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】 
 （注） 株価は、東京証券取引所（市場第一部）の市場相場によるものです。      前事業年度の有価証券報告書の提出後、この四半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。   

２【株価の推移】月別 平成21年 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 最高（円）  1,688  1,810  2,035  1,899  1,998  1,994  2,105  2,030  2,355最低（円）  1,317  1,543  1,706  1,552  1,819  1,783  1,725  1,870  1,940
３【役員の状況】
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